
1

〇
総
務
省
令
第
四
十
六
号

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
三
条
の
五
の
九
及
び
第
三
十
三
条
の
五
の
十
の
規
定
に

基
づ
き
、
地
方
債
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

地
方
債
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
債
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
法
第
三
十
三
条
の
五
の
九
及
び
第
三
十
三
条
の
五
の
十
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条
の
十
五

法
第
三
十
三
条
の
五
の
九
及
び
第
三
十
三
条
の
五
の
十
に
規
定
す
る

［
新
設
］

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公

共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

一

当
該
年
度
に
地
方
交
付
税
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
普
通
交
付
税
（
以

下
次
号
に
お
い
て
「
普
通
交
付
税
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
な
い
地
方
公
共

団
体

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
額

イ

都
道
府
県

に
掲
げ
る
額
に

に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額

(1)

(2)

当
該
年
度
の
特
別
法
人
事
業
税
の
収
入
見
込
額
に
当
該
年
度
の
前
々
年
度

(1)
の
法
人
の
事
業
税
の
収
入
額
の
決
算
額
（
地
方
税
法
第
一
条
第
一
項
第
五
号

に
規
定
す
る
標
準
税
率
相
当
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
人
事

業
税
の
決
算
額
」
と
い
う
。
）
の
総
額
に
対
す
る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年

度
の
前
々
年
度
の
法
人
事
業
税
の
決
算
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
当
該

年
度
の
地
方
法
人
特
別
税
の
収
入
見
込
額
に
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
法
人

事
業
税
の
決
算
額
の
総
額
に
対
す
る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前
々
年

度
の
法
人
事
業
税
の
決
算
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
か
ら
当

該
年
度
の
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
収
入
見
込
額
（
当
該
年
度
に
お
い
て
特
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別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一

年
法
律
第
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
別
法
人
事
業
税
法
」
と
い
う

。
）
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
源
超
過
団
体
が
あ
る
場
合
に

は
、
財
源
超
過
団
体
に
あ
っ
て
は(

ⅰ)

に
掲
げ
る
額
と
し
、
同
項
第
三
号
に

規
定
す
る
財
源
不
足
団
体
に
あ
っ
て
は(

ⅱ)

に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
）
を
控

除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
）

(

ⅰ)

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
四
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
特

別
法
人
事
業
譲
与
税
の
収
入
見
込
額
を
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
人
口
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
按
分
し
た
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
収
入
見
込
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
特
別
法
人

事
業
譲
与
税
収
入
見
込
額
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
が

当
該
財
源
超
過
団
体
に
係
る
特
別
法
人
事
業
税
法
第
三
十
条
第
二
項
第
四

号
に
規
定
す
る
財
源
超
過
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
財
源
超
過
額
と

す
る
。
）
を
控
除
し
た
額

(

ⅱ)

当
該
財
源
不
足
団
体
に
係
る
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
収
入
見
込
額
に

財
源
超
過
団
体
に
お
け
る(

ⅰ)

に
規
定
す
る
控
除
し
た
額
の
合
算
額
を
各

財
源
不
足
団
体
の
人
口
で
按
分
し
た
額
を
加
え
た
額

(

ⅰ)

に
掲
げ
る
額
か
ら(

ⅱ)

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負

(2)
数
と
な
る
と
き
は
、
零
）

(

ⅰ)

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六

年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
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す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
よ
る

当
該
年
度
の
道
府
県
民
税
（
地
方
税
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

税
の
う
ち
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
民
税
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
の
法
人
税
割
の
減
収
額
と
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及

び
第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る
も

の
と
さ
れ
る
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
交
付
金
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
法
人
事
業
税
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
額
の
合

算
額

算
式Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ
＋
Ｄ

×

Ｅ

×

Ｆ

算
式
の
符
号

Ａ
当
該
年
度
の
道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
の
収
入
見
込
額

Ｂ
四

Ｃ
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
の
決
算
額

（

地
方
税
法
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
標
準
税
率
相
当
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
の
決
算
額

」と

い
う

）の
総
額
に
対
す
る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前々

年
。

度
の
道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
の
決
算
額
の
割
合

Ｄ
当
該
年
度
の
法
人
事
業
税
の
収
入
見
込
額

Ｅ
百
分
の
七

.

七

Ｆ
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
法
人
事
業
税
の
決
算
額
の
総
額
に
対
す

る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
法
人
事
業
税
の
決
算
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額
の
割
合

(
ⅱ)

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図

る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
抜
本
改
革
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
よ
る
当

該
年
度
の
地
方
消
費
税
の
増
収
額
（
以
下
次
号
に
お
い
て
「
地
方
消
費

税
増
収
額
」
と
い
う
。
）

算
式Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

×

１
／
２
－
Ｄ

算
式
の
符
号

Ａ
当
該
年
度
の
地
方
消
費
税
の
収
入
見
込
額

Ｂ
二
十
二
分
の
十
二

Ｃ
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
地
方
消
費
税
の
決
算
額
の
総
額
に
対

す
る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
地
方
消
費
税
の

収
入
額

（地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
の
規
定
に
よ
る
清
算

後
の
額
を
い
う

）の
割
合

。

Ｄ
地
方
消
費
税
の
収
入
額
の
う
ち
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
二
号

）第
二
章
に
規
定
す
る
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ

た
年
金

医
療
及
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対

、

処
す
る
た
め
の
施
策
に
係
る
も
の

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「社

会
保
障
関
係
分

」と
い
う

）に
活
用
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣

。

が
調
査
し
た
額
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ロ

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

に
掲
げ
る
額
か
ら

に
掲

(1)

(2)

げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
）

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
及
び
平

(1)
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
の
施
行
に
よ
る
当
該
年
度
の
市
町
村
民
税

（
地
方
税
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
税
の
う
ち
第
七
百
三
十
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
都
民
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
法
人
税
割
の
減
収

額

算
式Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

算
式
の
符
号

Ａ
当
該
年
度
の
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
の
収
入
見
込
額

Ｂ
六
分
の
六

.

三

Ｃ
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
の
決
算
額

（地

方
税
法
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
標
準
税
率
相
当
分
に
限
る

以
下

。

こ
の
号
に
お
い
て

「市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
の
決
算
額

」と
い
う
。

）の
総
額
に
対
す
る
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
市
町
村

民
税
の
法
人
税
割
の
決
算
額
の
割
合

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
抜
本
改
革
法
の
施
行
に
よ
る
当
該
年
度
の
地

(2)
方
税
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付

す
る
も
の
と
さ
れ
る
地
方
消
費
税
に
係
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
地
方
消
費
税
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
増
収
額
（
以
下
次
号
に
お
い
て
「

地
方
消
費
税
交
付
金
増
収
額
」
と
い
う
。
）
及
び
法
人
事
業
税
交
付
金
の
収

入
額
の
合
算
額
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算
式Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

×

１
／
２
－
Ｄ
＋
Ｅ

×

Ｆ

×

Ｇ

×

Ｈ

算
式
の
符
号

Ａ
当
該
年
度
の
地
方
消
費
税
の
収
入
見
込
額

Ｂ
二
十
二
分
の
十
二

Ｃ
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
地
方
消
費
税
の
決
算
額
の
総
額
に
対
す
る

当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
地
方
消
費
税
交
付
金
の
決
算

額
の
割
合

Ｄ
地
方
消
費
税
交
付
金
の
収
入
額
の
う
ち
社
会
保
障
関
係
分
に
活
用
す

る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

Ｅ
当
該
年
度
の
法
人
事
業
税
の
収
入
見
込
額

Ｆ
百
分
の
七

.

七

Ｇ
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
法
人
事
業
税
の
決
算
額
の
総
額
に
対
す
る

当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前々

年
度
の
法
人
事
業
税
の
決
算
額
の

割
合

Ｈ
各
市
町
村
の
従
業
者
数
で
按
分
す
る
率

二

当
該
年
度
に
普
通
交
付
税
の
交
付
を
受
け
る
地
方
公
共
団
体

次
の
イ
又
は
ロ

に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

都
道
府
県

又
は

に
掲
げ
る
額

(1)

(2)

当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
が
前
号
イ
に
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
五

(1)
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
地
方
消
費
税
増
収
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得

た
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
都
道
府
県
普
通
交
付
税
補

て
ん
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
都
道
府
県

前
号
イ
に
定
め
る
額
か
ら
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当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
を
控
除
し
た
額

当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
が
都
道
府
県
普
通
交
付
税
補
て
ん
額
以
上

(2)
で
あ
る
都
道
府
県

前
号
イ
に
定
め
る
額
と
地
方
消
費
税
増
収
額
と
の
合
算

額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

市
町
村

又
は

に
掲
げ
る
額

(1)

(2)

当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
が
前
号
ロ
に
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
五

(1)
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
地
方
消
費
税
交
付
金
増
収
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗

じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
市
町
村
普
通
交
付

税
補
て
ん
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
市
町
村

前
号
ロ
に
定
め
る
額
か

ら
当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
を
控
除
し
た
額

当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
が
市
町
村
普
通
交
付
税
補
て
ん
額
以
上
で

(2)
あ
る
市
町
村

前
号
ロ
に
定
め
る
額
と
地
方
消
費
税
交
付
金
増
収
額
と
の
合

算
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

施
行
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
附
則
第
二
条
の
十
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
乗
じ
て
得
た
額
と
当
該
年
度
の
地
方
法
人
特
別
税
の
収
入
見
込
額
に
当
該
年
度
の
前
々

年
度
の
法
人
事
業
税
の
決
算
額
の
総
額
に
対
す
る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
法
人
事
業
税
の
決

算
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
「
乗
じ
て
得
た
額
」
と
、
「四

」
と
あ
る
の
は
「三

二
分
の
一

八

」
と
、
「Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ
＋
Ｄ

×

Ｅ

×

Ｆ

」
と
あ
る
の
は
「Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

」
と
、
「二

十
二
分
の

．
．

十
二

」
と
あ
る
の
は
「十

七
分
の
七

」
と
、
「六

分
の
六

三

」
と
あ
る
の
は
「九

七
分
の
二

六

」
と
、
「

．
．

．

Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

×

１
／
２
－
Ｄ
＋
Ｅ

×

Ｆ

×

Ｇ

×

Ｈ

」
と
あ
る
の
は
「Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

×

１
／
２
－
Ｄ

」
と
す
る
。

２

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
附
則
第
二
条
の
十
五
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「四

」
と
あ
る
の
は
「四

二
分
の
五

八

」
と
、
「
当
該
年
度
の
法
人
事
業
税

．
．

の
収
入
見
込
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
年
度
の
法
人
事
業
税
の
収
入
見
込
額
に
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
納
付
さ

れ
る
法
人
事
業
税
の
決
算
額
の
総
額
に
対
す
る
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
十
月
か
ら
二
月
ま
で
に
納
付
さ
れ
る
法

人
事
業
税
の
決
算
額
の
割
合
に
一
を
加
え
た
率
を
乗
じ
た
額
」
と
、
「百

分
の
七

七

」
と
あ
る
の
は
「百

分
の

．

三
四

」
と
、
「二

十
二
分
の
十
二

」
と
あ
る
の
は
「二

十
一
分
の
十
一

」
と
、
「六

分
の
六

三

」
と
あ
る
の

．
．

は
「十

五
七
分
の
八

九

」
と
、
「従

業
者
数

」
と
あ
る
の
は
「市

町
村
民
税
の
法
人
税
割
額

」
と
す
る
。

．
．
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３

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
附
則
第
二
条
の
十
五
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「す

る
率

」
と
あ
る
の
は
、
「す
る
率
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
各
市
町

村
の
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
額
で
按
分
す
る
率
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
率
と
を
合
算
し
た
率

」
と
す
る
。

４

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
附
則
第
二
条
の
十
五
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「す

る
率

」
と
あ
る
の
は
、
「す

る
率
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
率
と
各
市
町

村
の
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
額
で
按
分
す
る
率
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
を
合
算
し
た
率

」
と
す
る
。

（
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第

四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条

削
除


